
別記様式第３号（第３条関係）

ファイル簿番号 納税B1_K

個人情報ファイルの名称
（業務の名称）

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報取扱事務の根拠

記録項目

利用する個人情報ファイル簿（単
票）と所管課

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは，
その旨

記録情報の提供根拠 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

☑ 法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル

☑ 有　　☐ 無

備　　　　考

☐ 含む　　　　☑ 含まない

個人情報ファイル簿

過誤納還付金ファイル

龍ケ崎市長

総務部　納税課

過誤納還付金

地方税法第17条、龍ケ崎市財務規則第41条

1氏名、2住所、3納税状況、4取引情報

過誤納金整理簿（納税課）、還付（充当）支出票（納税課）、徴収簿
（納税課）

納税者

納税者

記録情報の経常的提供先

☑ 有（　　　　　　　　）　　☐ 無

指定金融機関等

龍ケ崎市財務規則第42条、第136条

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名　称）龍ケ崎市　総合政策部　デジタル都市推進課

（所在地）３０１－８６１１　茨城県龍ケ崎市３７１０番地

―

個人情報ファイルの種別

☑ 法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



別記様式第３号（第３条関係）

ファイル簿番号 納税B2_K

個人情報ファイルの名称
（業務の名称）

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報取扱事務の根拠

記録項目

利用する個人情報ファイル簿（単
票）と所管課

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは，
その旨

記録情報の提供根拠 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

☑ 法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル

☑ 有　　☐ 無

備　　　　考

☐ 含む　　　　☑ 含まない

個人情報ファイル簿

口座振替事務ファイル

龍ケ崎市長

総務部　納税課

口座振替納付

龍ケ崎市財務規則第31条、龍ケ崎市口座振替規則第4条～第11条

1氏名、2住所、3納税状況、4取引情報

口座振替依頼書（納税課）、口座振替請求者一覧（納税課）、徴収簿
（納税課）

納税者

納税者

記録情報の経常的提供先

☑ 有（　　　　　　　）　　☐ 無

指定金融機関等

龍ケ崎市財務規則第129条

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名　称）龍ケ崎市　総合政策部　デジタル都市推進課

（所在地）３０１－８６１１　茨城県龍ケ崎市３７１０番地

―

個人情報ファイルの種別

☑ 法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



別記様式第３号（第３条関係）

ファイル簿番号 納税B3_K

個人情報ファイルの名称
（業務の名称）

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的 

個人情報取扱事務の根拠

記録項目

利用する個人情報ファイル簿（単
票）と所管課

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは，
その旨

記録情報の提供根拠 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

☑ 法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル

☑ 有　　☐ 無

備　　　　考

☐ 含む　　　　☑ 含まない

個人情報ファイル簿

徴収事務ファイル

龍ケ崎市長

総務部　納税課

市税等の徴収事務

地方税法 第2条、第329条、第331条、国税徴収法第47条

1氏名、2住所、3生年月日・年齢、4性別、5国籍・本籍6続柄、7結婚・離
婚歴、8電話番号、9職業職歴、10賞罰、11資産状況、12所得収入、13納
税状況、14公的扶助、15取引情報、16家庭状況、17居住状況、18健康状
態

納付書（納税課）、徴収簿（納税課）、督促状発送リスト（納税課）、
催告書発送リスト（納税課）、督促状返送整理簿（納税課）、繰越台帳
（納税課）、納税相談（納税課）、滞納者財産調査（納税課）、執行停
止・不能欠損処分調書（納税課）、事案引継依頼書（茨城租税債権機
構）、差押（納税課・第三債務者）交付要求・嘱託登記（関係機関）

納税者及び滞納者

本人または第三債務者から収集する

記録情報の経常的提供先

☑ 有（　　　　　　　　）　　☐ 無

指定金融機関等

―

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名　称）龍ケ崎市　総合政策部　デジタル都市推進課

（所在地）３０１－８６１１　茨城県龍ケ崎市３７１０番地

―

個人情報ファイルの種別

☑ 法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）


	B1_過誤納還付金ファイル.pdf
	B2_口座振替事務ファイル.pdf
	B3_徴収事務ファイル.pdf

